
田辺市の空家行政について

田辺市建築課



和歌山県田辺市の概要
総⼈⼝︓69,870⼈
（男︓32,790人 ⼥37,080人 世帯数31,215世帯）
※令和２年10月1日現在、国勢調査

総⾯積︓1026.91㎢
※令和２年10月1日現在の国⼟地理院公表値

２つの世界遺産があるまち
・世界文化遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」
・世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」



空き家とは︖



空き家が与える悪影響



H30空家実態調査



空家分布図と津波ハザードマップ

※津波の浸水エリアになったところに空家が集中している



田辺市が進める空き家対策

■管理…【判定Ａ・Ｂ】■活用…【判定Ａ・Ｂ】

■撤去…【判定Ｃ・Ｄ】

市全域空き家等実態調査（平成30年度）

（資料）国⼟交通省事例

・地域おこし協⼒隊の制度を活用し、まちづくり会
社「南紀みらい」に空き家掘り起し担当を配置

・リノベーション講演会等を通じ、機運を醸成
・空き家相談会の実施
・たなべ未来創造塾を開催し、空き家活用を目指す

事業者を育成
・これまで山村地域を対象としていた移住推進を市

全域に拡充し、担当職員を増員
・空き家改修補助⾦を市内全域に拡充

・⺠間事業者がLLP「たなばん」を組織し、空き
家管理サービスを開始

（たなべ未来創造塾修了⽣）
・空き家所有者へ情報提供

たなべ未来創造塾修了⽣が創業したゲストハウス＆カフェバー▶

・市が空き家の隣接住⺠と空き家所有者の間に⽴ち、「解体費用＋
登記費用程度」で売買が成⽴するようマッチングを⾏う

・これまで33件のマッチングが成⽴（令和４年６⽉末現在）

空き家等と判定した建物数…1,760件
【判定Ａ】修繕がほとんど必要ない…1,264件
【判定Ｂ】改修⼯事により再利用が可能…408件
【判定Ｃ】⽼朽化が著しい…64件
【判定Ｄ】危険度が⾼く解体が必要…24件



■基本スタンス
■不良空家除去補助⾦制度
■対策業者紹介制度
■隣地所有者への売却あっ旋制度
■コンシェルジュ的役割



自治体での空家対策の基本スタンス

所有者の抱える悩み 自治体での一般的な対応
■所有者・相続人が⾼齢・遠方

■相続人の間の確執・不仲により
方向性が決まらない

■解体するのにいくらかかりますか

■では解体業者を紹介して欲しい

■経済的理由により解決できない

■そもそも何から手をつければ
いいのか︖わからない

■お願い文や助言指導文を発送
現地写真は送ります
対応は相続人で決定してください

■相続人同⼠のことなので⾏政不介⼊

■市ではわかりません
解体業者にお問合せください

■特定の業者は紹介できません
タウンページ等で調べてください

■不良空家だと補助⾦はある

■登記のことなら司法書⼠に
解体のことなら業者等の専門家に相談
してください

結果：行き詰って放置
せざるを得ない

空家法に基づき
勧告・命令・代執行



自治体での空家対策の負のスパイラル

所有者 自治体
①様々な要因から⾏き詰って放置 ②空家法に基づき勧告・命令

③それでも解決策がなく放置 ④最終的には⾏政代執⾏

⑤費用回収に向けて差押・公売⑥差押という精神的苦痛
預⾦差押だと経済的苦痛

民間発注よりも高額になる要素あり

後の大量事務を恐れて躊躇

問題点

高額になった債権の回収見込み

罰則に対しての不安
解決策が見いだせない不安

結果：特定空家は解消されたものの
関係者にとっては苦痛を伴い、放置空地が残る

⑦跡地の草木繁茂の苦情

行政に対する不信感・嫌悪感

⑧信頼関係０なので対応しない



放置空家の特徴と田辺市の基本スタンス

放置され続ける原因 対策制度

■経済的理由

■所有者・相続人が⾼齢・遠方

■相続人間の確執・不仲

■どうしていいかわからない

放置空家の共通点
■古くから形成されたまちに多い
■津波浸水エリアに多い
■接道が⾞両侵⼊不可の⼟地に多い

■不良空家除却補助⾦の創設
(H29〜 補助率2/3 上限50万円)

■対策業者紹介制度
(⼊札参加業者で⾒積無料 現在33社登録)

■調整役として介⼊

■コンシェルジュ的役割

対立姿勢ではなく完全サポートのスタンスで！



不良空家等除去補助⾦
■不良空家除却補助⾦

H29創設 補助率2/3 上限50万円
これまで 113件 53,716千円の交付実績

(市単独５件1,740千円含む)



空家対策事業者紹介制度
■空家等対策事業者紹介制度

H28年度〜 下記①②が紹介条件
①建設業許可(⼟木・建築・解体)

または建設リサイクル法の解体⼯事業登録
②市建設⼯事⼊札業者として登録

現在３３社が登録

遠方所有者の場合は業者選択してもらった後に
⾒積徴収のための現場⽴会いは市が代理もしています

市ＨＰで公開中



空家売却あっ旋制度創設のきっかけ

制度創設のモデル



空家売却あっ旋制度創設のきっかけ

制度創設のモデル

被

姉 和歌山県内在住

亡弟

甥 愛媛県在住

姪 愛媛県在住 隣地所有者

司法書士

市建築課

①依頼

⑤契約・登記サポート

②連携

③相続人の調整

④相続と贈与

⑥贈与税
⑦解体



空家売却あっ旋制度創設のきっかけ

制度創設のモデル②



空家売却あっ旋制度創設のきっかけ

制度創設のモデル②

被

長女 有田市在住
(兄が相続 関係ない)

長男 和歌山市在住
(生活困窮)

隣地所有者

司法書士
解体業者

市建築課

①勧告

⑥解体・登記関係

③意向確認

②自己負担なしなら

⑦売買契約

税務署

④調整

⑤見積

⑧畑として活用



空家売却あっ旋制度のルール

市の介入ルール

■売買⾦額は『解体費＋登記費用』程度
■不動産流通にのらないような物件
■所有者・相続人が遠方や⾼齢の理由で

将来的に管理不能と予測されるとき

市介入のメリット

■⾏政の信用・信頼性
■所有者はほぼ自己負担なしで問題解消

買主は安価で隣地取得
地域は安全確保で安心
業者は新たな仕事ができる
市は空家案件解決し、将来の放置空地もない



空家売却あっ旋制度

野澤千絵氏
『⽼いた家 衰えぬ街』

2019年6⽉15日
日経新聞

2018年10⽉24日
地元紙︓紀伊⺠報



これまでの具体例

■相続代表は大阪市在住の⾼齢者
■経済的要因と相続人間で確執あり

概要

解決策
■買うことにより接道要件を満たす隣接者が購⼊

接道要件を満たしていない隣地所有者が購入



これまでの具体例

■所有者は⻑期⼊院中で意思確認できない状況
これまで⽣死の境を何度も⾏き来しているため
相続人も後⾒人に踏み切れない

概要 解決策
■相続人の責任において解体
■隣の事業所駐⾞場として⽉1万円で借り上げ
■所有者死亡後に売買契約予定
■それまでの賃貸費用差し引く︖

隣接事業所の駐⾞場として借り上げ(将来的に売買)



これまでの具体例

■所有者は子がいない⾼齢者で将来的に絶家
■終活サポートとして介⼊

概要 解決策
■道路向かい側にある梅⼯場に交渉
■敷地が大きいため経費差し引いても残⾦が

出るので不動産業者を⼊れる

※梅樽置き場として活用

相続人のない所有者の終活サポート



これまでの具体例

■相続人は大阪在住の80歳代の⾼齢姉妹
■終活サポートとして介⼊

■同様にもう１軒あり

概要 解決策
■相続人は⾼額売買を望まない
■まだまだ活用できるので隣家に交渉

※大きくなった子どもの部屋として活用

遠方居住の高齢相続人の終活サポート



これまでの具体例

■古いものの迷惑をかける状態ではない
■年に数回は管理にきている
■テレビアンテナが倒れていると通報程度

概要 解決策
■背後地の所有者から購⼊希望あり
■相手方の意向を確認後、両者を繋げたのみ
■あとは個人間で売買してもらった

※息子との⼆世帯住宅建築として活用

背後地空家の購入希望者をサポート



これまでの具体例

区分所有⻑屋で売買＋同時解体

■⻑屋の区分所有で所有者間で係争中
⻘︓全体解体費の按分請求します⇒橙︓そんな⾦はない

■空家になって１年未満だが空家法適用

概要

解決策
■双方の仲裁に⼊り、売買で合意
※未接道地の解消、全体費用の圧縮



これまでの具体例

■所有者は千葉県在住で終活希望

概要

解決策
■地元商店街と地元自治会に打診

※商店街駐⾞場の敷地拡大として活用

地元商店街駐⾞場に隣接



これまでの具体例

■相続放棄により相続人がいない状況

概要

解決策
■隣接購⼊者を決めて相続財産管理人制度活用
■予納⾦なしで対応できた

※畑として活用

相続財産管理人制度を活⽤



空家売却あっ旋制度の売買⾦額



相続財産管理人制度利⽤のポイント



これまでの具体例

■相続放棄により相続人がいない状況
■不動産流通にのる物件だが相続人不在
■住宅貸付⾦・固定資産税・水道料⾦滞納あり

概要

解決策
■隣接購⼊者を決めて相続財産管理人制度活用
■予納⾦なしで対応できた
■滞納税等しっかりと回収できた

相続財産管理人制度＋放置空家解消＋滞納税等解消



これまでの具体例

■相続放棄により相続人がいない状況
■借地で別所有者の建物あり

概要

解決策
■隣接購⼊者を決めて相続財産管理人制度活用
■予納⾦なしで対応
■隣接者と裏の畑の所有者が購⼊者（２名）

相続財産管理人制度＋放置空家解消＋複数の購入者



これまでの具体例

■相続放棄により相続人がいない状況
■この他の所有⼟地が30筆以上あり
■R4.4.28⺟屋倒壊により市道を塞ぐ

概要

解決策
■隣接購⼊者を決めて相続財産管理人制度活用
■予納⾦なしで対応
■隣接者２名が購⼊者
■倒壊の１ヶ⽉後（R4.5.24）に財産管理人申⽴

さらに１か⽉後（R4.6.23）に売買成⽴
R4.6.27 解体着⼯
R4.8.10 解体完了

相続財産管理人制度＋放置空家解消＋超スピードで着⼯

R2.11 R4.4



これまでの具体例

■所有者本人は⾼齢者施設⼊所中
■『建物が崩れていく様子を⾒たい』悪質と判断

概要

解決策
■県内初の⾏政代執⾏により６棟中４棟を除却
■３筆のうち１筆を差押し公売により資⾦回収済

⾏政代執⾏



これまでの具体例

■旧ドライブイン跡地で完全なる廃墟
■建物は休眠法人で⼟地は借地

概要

解決策
■跡地ではなく建物を㈱龍神村が購⼊し再⽣
■龍ミュージアムに活用
■空き家対策総合⽀援事業費補助⾦を活用

旧ドライブイン建築物を地域活性化施設に活⽤



H29からの実績と取り組み姿勢



■これからの空家対策



売却・賃貸等で流通させましょう

しっかりと管理しましょう

空家が全て悪ではない

危険度

放置空家は悪だが管理空家は資源︕

対策

■活用

■撤去

■管理

なるべく早く撤去しましょう

悪

資源



空家は個人の問題ではない

放置空家が多いエリア

←このような
空家がある隣の
宅地を買いますか︖

放置空家が多くなれば
エリアの価値が下がります︕



これからの10年間

団塊の世代

男性
平均寿命81.41歳
健康寿命72.68歳
令和元年発表

⼥性
平均寿命87.45歳
健康寿命75.38歳
令和元年発表



防災における自助・共助・公助

避難準備
停電断水への備え

要援護者サポート
避難所運営

避難所設置
仮設住宅
⽣活再建支援



空家における自助・共助・公助

自助

公助共助

戦後〜平成バブル期まで

建物は財産
財産権が圧倒的に強い

相続で揉める
破産等による経済的要因

経済成⻑期
人口増加

住宅供給過多
売却時名義変更



自助
⽴地により負動産

相続放棄増加
放置空家増加

空家における自助・共助・公助

公助
共助

平成バブル崩壊後

H27〜
空家特措法

経済低迷期
人口ピーク

住宅供給過多続く

所有者調査権限付与



自助

公助共助

空家における自助・共助・公助

今後の対策

人口減少期
大相続時代
空家が大量発⽣

■売却や解体に向けた準備
・相続登記をしておく
・家財道具処分しておく
・周囲に連絡先を伝える

■空家の管理
・何かのときの連絡
・草刈り等の管理
・カギの預かり等

■サポート強化
・空家相談
・除却補助⾦
・専門家紹介等



最後に

みなさまにお願いしたいこと

個人として『終活』を意識
・相続登記をしておく
・次の世代への相続を決めておく
・家財道具を徐々に処分
・周囲（地域）と仲良くしておく

地域としてのサポート体制
・緊急時の連絡先をしっかりと管理
・草刈り、郵便物整理、開け閉め等の管理
・活⽤した際の管理人的な役割


